
専門医制度委員会 

平成 24 年度 各申請のご案内 
 

大腸肛門病専門医申請 
 

資    格： 1. 日本国医師免許証を有する 

2. 申請時に継続5年以上本学会員である(平成19(2007)年7月末日までの入会者) 

3. 臨床研修終了後本学会認定施設または本学会関連施設において所定の修練カ

リキュラムに従い通算 6年以上の修練を行っていること．あるいは日本外科学

会認定医,外科専門医または日本内科学会認定内科医,認定内科専門医を取得

後，本学会認定施設または本学会関連施設での所定の修練カリキュラムに従っ

た通算 3年以上の修練を行い,合計 6年以上の修練をしていること 

          4. 専門医制度規則第 3章および施行細則第 3章第 1節に該当する者 

試    験： 申請書類審査を経て,受験有資格者を対象に筆記試験，口頭試問を実施 

   試験実施日： 平成 24 年 8 月 18 日(土) 東京ステーションコンファレンス  

午前：筆記 午後：口頭試問  

   手 数 料： 申請料 1万円，認定料 4万円 

   申請書類受付期間： 平成 24 年 4 月 1日～平成 24 年 4 月 30 日 必着   

書類請求方法： 返信用封筒(A4 ｻｲｽﾞ)140 円切手を貼付のこと(請求期間 2月 1日～4月 15 日) 

大腸肛門病専門医更新   

資    格： 認定証における有効期限が 2012 年 12 月となっている者 

診 療 実 績： 大腸肛門病疾患の診療経験 300 例以上 

研 修 実 績： 30 単位以上 ただし，本学会学術集会出席 1回以上，本学会教育セミナー出席 

1 回以上が含まれること 

      業 績 期 間： 平成 19（2007）年 5月 1日～平成 24（2012）年 4月 30 日 

   手 数 料： 更新料 1万円 

   審    査： 書類審査 

   申請書類受付期間： 平成 24 年 5 月 1日～平成 24 年 5 月 31 日 必着 

          更新対象者には平成 24 年 4月上旬に更新書類を送付 

指導医申請      
 

資    格： 1. 専門医取得後 4年以上である 

(平成 19(2007)年，第 16回専門医試験合格者まで該当) 

2. 専門医制度規則第 6章および施行細則第 4章第 1節に該当する者 

    業 績 期 間： 平成 18（2006）年 12月 1日～平成 23（2011）年 11月 30 日 

手 数 料： 申請料 1 万円，認定料 2万円 

    審    査： 書類審査 

  申請書類受付期間： 平成 23年 12 月 1日～平成 23 年 12 月 25 日 必着 

書類請求方法： 返信用封筒(A4 ｻｲｽﾞ)120 円切手を貼付のこと(請求期間 11月 1 日～12 月 10 日) 

指導医更新 
 

   対  象  者： 認定証における有効期限が 2012 年 12 月となっている者 

 診 療 実 績 ： 大腸肛門病疾患の診療経験 300 例以上 

研 修 実 績： 50 単位以上 ただし，本学会学術集会出席 2回以上，本学会教育セミナー出席 

1 回以上が含まれること 

      業 績 期 間： 平成 19（2007）年 5月 1日～平成 24（2012）年 4月 30 日 

 手 数 料： 更新料 1万円 



審    査： 書類審査 

   申請書類受付期間： 平成 24 年 5 月 1日～平成 24 年 5 月 31 日 必着 

更新対象者には平成 24年 4 月上旬に更新書類を送付 

 

認定施設申請   

 新規および更新(認定証における有効期限が 2012 年 12 月となっている施設) 
 

資    格： 1. 大腸肛門病を扱う病院あるいは医院である 

           2. 大腸肛門病に関する検査数が年間 500 件以上あるいは大腸肛門手術数が年間

100 例以上 

3. 指導医 1名以上が常勤し，指導体制がとられている 

4. 病歴の記載およびその整理が完備している 

          関連施設は 1．2．4.を満たし，3.を満たさないが，専門医による指導体制がとら

れていることとする．ただし，関連施設は認定施設より所定の書類の提出を以っ

て登録されていなければならない 

   審    査： 書類審査 

   手 数 料： 申請料，更新料，認定料無料 

   申請書類受付期間： 平成 24 年 6 月 1日～平成 24 年 6 月 30 日 必着           

書類請求方法： 返信用封筒(A4 ｻｲｽﾞ)120 円切手を貼付のこと(請求期間 5月 1日～6月 15 日) 

                  更新対象施設には 5月中旬に更新書類を送付 
        

 

専門医制度規則および施行細則は学会ホームページ又は学会誌 1号に掲載されています 

 

 

<各申請書類の請求方法> 

必要書類を明記し,返信用封筒(切手貼付)に送付先をご記入のうえご請求下さい 

<各申請書類の請求先> 

〒144-0052 東京都大田区蒲田 5-43-7-905 

日本大腸肛門病学会 専門医制度委員会 宛 

 

<注意事項> 

専門医申請および指導医申請 

 ・平成 20(2008)年度申請者より，過去 5年間に本学会教育セミナー出席 1回以上が含まれること 

専門医更新および指導医更新 

 ・原則として保留は認められません 

・平成 22(2010)年度更新者より，過去 5年間に本学会教育セミナー出席 1回以上が含まれること 

・平成 24(2012)年度更新者より，大腸肛門病疾患の診療経験 300 例以上 


